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日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の皆
様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための取り組みを行っています。

また、11月30日の「年金の日」は、国民の皆さまに「ねんきんネット」等を活用してご自身の年
金記録や年金受給見込額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくことを
目的にしています。
令和7年度の「年金の日」（11月30日）は日曜日ですが、分室を除く、全ての年金事務所で年金

相談を実施します。その他、主な活動予定は下記のとおりです。

11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」です！

●年金セミナーや年金制度説明会の実施
教育機関や企業等で、年金セミナーや年金制度説明会を、全

国各地の様々な場所（市区町村、自治会、商業施設及びその他
イベント会場等）で出張年金相談会をそれぞれ実施します。

● 年金委員表彰式の開催
年金委員の公的年金に係る事業の円滑な推進、年金委員活動

の更なる活性化を目的として、功績が特に顕著と認められる方
に対し、表彰状を授与します。

● SNSでのミニ講座の発信
機構公式X（旧Twitter）及び機構公式Facebookを活用した公

的年金制度や手続きの案内に関するミニ講座を発信します。

● 「わたしと年金」をテーマにしたエッセイ受賞作品の公表
毎年、広く国民の皆様から、応募者ご自身やご家族との公的

年金制度の関わり、公的年金への考えなどをテーマにしたエッ
セイを募集しており、令和７年度の受賞作品を機構ホームペー
ジに公開します。

また、過去の受賞作品をアニメ―ション化し、厚生労働省
YouTube及び機構ホームページに掲載していますのでぜひご覧
ください。

● 機構ホームページ内に「ねんきん月間」特集ページを設置
全国の年金事務所の取り組みをご案内するほか、分かりやす

く年金制度について学べるコンテンツを掲載します。

令和7年度
「ねんきん月間」ポスター

令和7年度
「年金の日」ポスター

「ねんきん月間」特設ページ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/nenkingekkan.html

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画特設案内ページ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/animation.html
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年金に関するお問い合わせ窓口一覧の作成

＜リーフレット＞ ＜ホームページ＞

日本年金機構ホームページにおける
リーフレットの掲載場所はこちら

https://www.nenkin.go.jp/
service/pamphlet/madoguc
hi-ichiran.html

年金のお問い合わせ窓口一覧ページ
（日本年金機構ホームページ内）はこちら

〇 日本年金機構では、お客様が年金に関するお問い合わせを行う際に、利用できるサービスを
一覧で確認できるよう、以下のリーフレットを作成しました。
ご来訪されたお客様への案内の参考としてご活用ください。

〇 日本年金機構ホームページにおいても、リーフレットと同様の内容を記載したページである
「年金のお問い合わせ窓口一覧」を作成しておりますので、併せてご活用ください。

https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/madoguchi-ichi
ran.html
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市区町村における多言語通訳サービスの利用について

市区町村職員の皆様が国民年金業務にかかる相談で、窓口に来訪された外国人のお客様を
対応する際、日本年金機構が提供する電話による多言語通訳サービスをご利用いただけます。

対応言語 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、
ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、ミャンマー語

利用時間

【英語のみ】 月曜日（週の第１営業日） ８：３０～１９：００
火曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５
第２土曜日 ９：３０～１６：００

※土日、祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日は
通訳サービスを利用できません。

【英語以外】 月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５
※土日、祝日、１２月２９日～１月３日は通訳サービスを利用

できません。

利用申込方法 多言語通訳サービスの利用を希望される場合は、管轄の年金事務所
の国民年金課へお問い合わせください。

【通訳サービス利用イメージ】
市区町村職員から日本年金機構が提供する多言語通訳サービスの専用電話番号※に架電し、

音声ガイダンスから外国人のお客様が希望する言語を選択してください。
※専用電話番号や詳しい利用方法は、利用申込後に管轄の年金事務所からお知らせします。

①質問（外国語）

③回答

多言語通訳サービス
オペレーター

②質問を翻訳

④回答を翻訳してお客様にお伝え（外国語）

【多言語通訳サービスについて】

外国人のお客様 市区町村職員

≪市区町村窓口≫

受話器の受け渡し 架電
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【対象書類】

お客様が、自動音声案内に従い通知書等の再交付及び用紙送付（以下「再交付等」と
いう。）に必要な情報を電話機でボタン入力することで、再交付等の依頼を受け付ける
サービスを開始しました。対象書類等は以下のとおりです。

November2025＜Vol.97＞

種類 対象書類 対象年（対象年度）※

再交付

源泉徴収票 令和５年分、令和６年分
年金額改定通知書 令和６年度分、令和７年度分
年金振込通知書 直近分
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 令和６年分、令和７年分

用紙送付
扶養親族等申告書 令和８年分（白紙様式）
年金受給権者受取機関変更届 白紙様式

① サービス開始日：令和７年９月１６日（火）
② 電話番号：０５０-３３１９-３１５２
③ 受付時間：８：００～２３：３０（土・日・祝日含む）
※ 本サービスの利用者から通知書が届かない等の問合せがあった場合は、

社会保険料控除証明書については、ねんきん加入者ダイヤル（0570-003-004）、
それ以外の書類については、ねんきんダイヤル（0570-05-1165）をご案内ください。

【サービスの概要】

【受付に必要な情報】

項目 源泉徴収票 年金額
改定通知書

年金
振込通知書

社会保険料
控除証明書

扶養親族等
申告書

年金受給権者
受取機関変更届

基礎年金番号 必要 必要 必要 必要 必要 必要

年金コード 必要 必要 必要 不要 不要 不要

生年月日 必要 必要 必要 必要 必要 必要

郵便番号 必要 必要 必要 必要 必要 必要

電話番号 必要 必要 必要 必要 必要 必要

対象年
(和暦2桁) 必要 必要 不要 必要 不要 不要

サイコウフ

イメージ

お客様が必要
項目を入力

自動受付 ご本人の住所
あてに送付

・音声ガイダンスにしたがって最後まで入力が完了
しないと受付ができません。

・各種通知書等は、日本年金機構に登録されている
日本国内のご本人様の住所あてに送付します。

・対象年（対象年度）は、時期によって異なります。

詳しくは日本年金機構HP
をご覧ください
https://www.nenkin.go.j
p/tokusetsu/jidoonsei.ht
ml

【注意事項】

※令和７年１１月１日現在

ねんきん自動音声送付受付サービスの開始について
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マイナンバーの収録にご協力をお願いします！

日本年金機構において、基礎年金番号とマイナンバーを紐付けすることができない被保険者（未
収録者）が存在する市区町村宛てに、未収録者の情報を一覧化した「マイナンバー未収録者リス
ト」をお送りしますので、ご協力をお願いします。 （令和７年１１月１４日（金）送付予定）

日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムへの照会等により、未収録者について
マイナンバーの紐付けに取り組んでいるところです。しかし、日本年金機構で管理している被保
険者情報（氏名・生年月日・住所等）と、住民基本台帳で管理されている情報が一致しない場合、
マイナンバーを紐付けすることができません。

つきましては、未収録者を解消するため、
①マイナンバー未収録者リストでお知らせする未収録者にかかる住民基本台帳の確認
②市区町村で基礎年金番号を管理している未収録者全件にかかる国民年金関係報告書等の提出
について、ご協力をお願いいたします。

マイナンバーの収録により、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携による添付書
類の省略や住所・氏名が変更になった際の届出の省略など、手続きの簡便化が図られます。また、
情報連携では免除申請等の際に必要な所得情報等の照会も行えますので、市区町村の事務負担の
軽減にもつながります。

業務ご多忙のところ大変恐れ入りますが、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

事務の詳細については、マイナンバー未収録者リストに同封する資料をご参照ください。
また、ご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

November2025＜Vol.97＞
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今年中に納付した国民年金保険料全額が、所得税及び住民税の申告において社会保険料控除の
対象となります。

「かけはし」第96号でもお知らせしましたが、令和7年１月１日から令和7年９月30日までの
間に国民年金保険料を納付した方へ、令和7年分の社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を
送付しています。

社会保険料控除を申告（年末調整・確定申告）する場合、納付したことを証明する書類の添付
が義務づけられていますので、大切に保管するようお客様へのご案内をお願いします。

令和７年分の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を送付しています

※ 事前に「ねんきんネット」で電子送付希望の登録を行った方には、マイナポータルの
「お知らせ」に電子データをお送りしています。（書面の郵送は行っていません。）

対象者 送付方法 送付時期

①
令和７年１月１日から令和７年9月
30日までの間に国民年金保険料を
納付した方

電子送付
（※）

令和７年10月16日（木）から
下旬にかけて順次

郵送
令和７年10月24日（金）から

11月上旬にかけて順次

②

令和７年10月1日から令和７年12月
31日までの間に国民年金保険料を
納付した方
（①の対象者は除きます。）

電子送付
（※）

令和８年１月下旬から順次

郵送 令和８年２月上旬

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についての照会は、次ページの（１）～（３）
で対応していますので、必要に応じてご案内ください。

なお、日本年金機構公式X（旧Twitter）と日本年金機構公式Facebookで、控除証明書の送付
についての情報を投稿しています。

November2025＜Vol.97＞
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（３）ねんきん加入者ダイヤル（国民年金加入者向け）
電話番号

（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４

受付時間
月～金曜日
第２土曜日※
※第２土曜日以外の土・日・祝日、12/29～１/3はご利用いただけません。

０５０から始まる電話でおかけになる場合（東京）０３－６６３０－２５２５

８：３０～１９：００
９：３０～１６：００

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の概要、証明書の見方やよくある
ご質問（Ｑ＆Ａ） 等について 、日本年金機構ホームページに掲載しています。

トップページからの遷移方法は以下のとおりです。

（１）日本年金機構ホームページ
（https://www.nenkin.go.jp/）

・全国一律の通話料金でご利用いただけます。
・通話料定額プランの対象外です。
・「0570」の最初の「0」は省略しないでください。
・「0570」の前に市外局番を付けないでください。

大切なお知らせ 新着情報

令和7年10月10日
令和７年分社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行について

クリック

令和7年分社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行について

令和7年分社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行について

クリック

…

（２）控除証明書相談チャット（24時間対応）
（https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/chatbot.html）

日本年金機構ホームページに、 チャットボット（お問い合わせに対話形式で２４時間
自動対応するサービス）を開設しています。

上記URLから「相談チャット総合窓口」へアクセスし、「控除証明書」を選択して
ください。

November2025＜Vol.97＞
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送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者以外）

【10月から11月発送用】おもて面
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合

は
、

　
　

　
　

本
証

明
書

に
加

え
て

領
収

証
書

を
添

付
の

う
え

、
合

算
し

て
申

告
し

て
く

だ
さ

い
。

令
和

7年
1月

1日
か

ら
令

和
7年

9月
30

日
　

ま
で

に
納

付
し

た
保

険
料

額
で

す
。

年
末
調
整
・
確
定
申
告
で
必
要
と
な
る
大
切
な
お
知
ら
せ
で
す
。

➡

②
見

込
額

音
声

コ
ー

ド

円

以
下

の
場

合
は

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

  ・
国

民
年

金
第

１
号

被
保

険
者

で
は

な
い

場
合

  ・
令

和
8年

3月
ま

た
は

令
和

9年
3月

ま
で

の
  　

保
険

料
を

前
納

し
て

い
る

場
合

  ・
令

和
7年

4月
か

ら
8月

分
の

保
険

料
に

未
納

  　
期

間
が

あ
る

場
合

（
口

座
振

替
ま

た
は

   
   

　
  ク

レ
ジ

ッ
ト

納
付

の
方

を
除

く
）

   
な

ど

　
　

 開
封
前
に
も
う
一
度
あ
て
名
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　

　
他

人
あ

て
の

郵
便

物
が

届
い

た
場

合
は

、
お

手
数

で
す

が
開

封
せ

ず
　

　
　

　
　

　
　

「
誤

配
達

」
と

記
入

し
、

郵
便

ポ
ス

ト
に

投
函

し
て

く
だ

さ
い

。
⚠

〒

●
口

座
振

替
に

よ
る

納
付

の
場

合
、

11
月

分
保

険
料

（
口

座
振

替
の

早
割

の
方

　
は

12
月

分
保

険
料

）
は

、
翌

年
の

第
1営

業
日

が
口

座
振

替
日

の
た

め
、

　
　

翌
年

分
の

控
除

対
象

で
す

。

社
会
保
険
料

控
除
証
明
書

※
上

の
マ

ー
ク

は
音

声
コ

ー
ド

で
す

。
　

こ
の

お
知

ら
せ

に
関

す
る

内
容

を
　

音
声

で
聞

く
こ

と
が

で
き

ま
す

。

November2025＜Vol.97＞
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便 郵はがき

ご
本

人
様

控
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
（
控
）

被
保

険
者

氏
名

基
礎

年
金

番
号

令
和

7年
中

(令
和

7年
1月

1日
か

ら
令

和
7年

9月
30

日
ま

で
)に

納
付

さ
れ

た
国

民
年

金
保

険
料

の
額

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

（
令

和
7

年
9

月
30

日
現

在
）

納
付

状
況

の
内

訳

国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

ご
家
族
の
保
険
料
も
控
除
の
対
象
で
す
。

申
告
の
際
は
納
付
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

控
除
証
明
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

 矢
印

の
方

向
へ

ゆ
っ

く
り

は
が

し
て

ご
覧

く
だ

さ
い

。
（

水
に

濡
れ

て
い

る
場

合
は

、
よ

く
乾

か
し

て
か

ら
は

が
し

て
く

だ
さ

い
。

）

納
付

対
象

月
月

年

25
10

 1
03

4 
00

1 
N

二
次

元
コ

ー
ド

生
計

を
一

に
す

る
配

偶
者

や
そ

の
他

の
親

族
の

国
民

年
金

保
険

料
を

納
付

し
た

場
合

、
納

付
し

た
方

の
社

会
保

険
料

控
除

の
対

象
に

で
き

ま
す

。

国
民

年
金

保
険

料
に

つ
い

て
社

会
保

険
料

控
除

を
申

告
す

る
場

合
、

　
　

本
証

明
書

ま
た

は
領

収
証

書
の

添
付

等
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

ま
す

。
  

納
付

済
保

険
料

の
証

明
額

①
納

付
済

額
円

 1
0月

1日
か

ら
12

月
31

日
ま

で
に

 納
付

が
見

込
ま

れ
る

保
険

料
額

 ①
納

付
済

額
＋

②
見

込
額

 （
②

見
込

額
が

あ
る

場
合

に
表

示
）

円

③
合

計
額

②
見

込
額

円

　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

詳
し

く
は

日
本

年
金

機
構

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.n
en

ki
n.

go
.j

p/
to

ku
se

ts
u/

　
　

　
　

　
　

　
　

de
n

sh
is

of
u_

ko
ji

n.
ht

m
l）

　
　

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
か

ら
ね

ん
き

ん
ネ

ッ
ト

を
利

用
し

、
電

子
送

付
の

希
望

　
　

登
録

を
す

る
と

令
和

8年
分

以
降

、
控

除
証

明
書

を
電

子
デ

ー
タ

で
　

　
　

　
　

　
受

け
取

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

　
　

令
和

7年
分

の
電

子
デ

ー
タ

を
受

け
取

り
た

い
場

合
は

、
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

　
　

か
ら

ね
ん

き
ん

ネ
ッ

ト
を

利
用

し
、

電
子

デ
ー

タ
の

再
交

付
を

申
請

し
て

　
　

く
だ

さ
い

。

　
　

電
子

送
付

の
希

望
登

録
を

す
る

と
、

紙
の

郵
送

が
停

止
さ

れ
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

二
次

元
コ

ー
ド

e-
Ta

xで
簡
単
に
確
定
申
告
可
能
な
電
子
デ
ー
タ
の
控
除
証
明
書

-環
境

に
優

し
い

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
に

ご
協

力
く

だ
さ

い
-

　
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
控

除
証

明
書

相
談

チ
ャ

ッ
ト

（
お

問
い

合
わ

せ
に

対
話

形
式

で
２

４
時

間
　

　
自

動
対

応
す

る
サ

ー
ビ

ス
）

を
開

設
し

て
い

ま
す

。
　

右
下

の
二

次
元

コ
ー

ド
か

ら
「

相
談

チ
ャ

ッ
ト

総
合

窓
口

」
へ

ア
ク

セ
ス

　
　

し
、

「
控

除
証

明
書

」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
　

（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.n
en

ki
n.

go
.j

p/
se

rv
ic

e/
se

id
oz

en
pa

n
/　

　
　

　
　

　
　

　
  

 c
h

at
bo

t.
ht

m
l）

二
次

元
コ

ー
ド

　
　

あ
と

か
ら

納
付

し
た

保
険

料
額

を
反

映
し

た
控

除
証

明
書

が
必

要
な

方
や

、
　

　
添

付
す

べ
き

領
収

証
書

を
な

く
し

た
方

は
、

再
交

付
が

で
き

ま
す

。
　

　
ね

ん
き

ん
ネ

ッ
ト

を
利

用
す

る
と

簡
単

に
再

交
付

申
請

で
き

ま
す

。
　

　
右

の
二

次
元

コ
ー

ド
よ

り
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
　

　
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

en
ki

n.
go

.j
p/

n_
ne

t/
）

電
子
デ
ー
タ
を
受
け
取
る
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

　
控

除
証

明
書

の
見

方
や

Q
&

Aな
ど

を
掲

載
し

て
い

ま
す

。
　

右
の

二
次

元
コ

ー
ド

よ
り

ご
利

用
く

だ
さ

い
。

　
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

en
ki

n.
go

.j
p/

to
ku

se
ts

u/
　

　
ko

uj
o2

0
25

.h
tm

l）

二
次

元
コ

ー
ド

日
本

年
金

機
構

　
控

除
証

明
書

検
 索

05
70

-0
0

3-
00

4
05

0か
ら

始
ま

る
電

話
で

お
か

け
に

な
る

場
合

月
～

金
曜

日
　

 8
：

30
～

19
：

00
第

２
土

曜
日

　
 9

：
30

～
16

：
00

※

※
第

2土
曜

日
以

外
の

土
・

日
・

祝
日

、
12

/2
9～

1/
3は

　
　

ご
利

用
い

た
だ

け
ま

せ
ん

。

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

こ
の

バ
ナ

ー
を

ク
リ

ッ
ク

し
て

進
ん

で
く

だ
さ

い
。

「
日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た
不
審
な
電
話
等
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日

本
年

金
機

構
が

電
話

や
訪

問
で

預
貯

金
額

、
口

座
番

号
、

職
業

や
　

　
　

　
　

家
族

構
成

な
ど

の
個

人
情

報
を

お
聞

き
す

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

再
交
付
（
紙
・
電
子
）
の
申
請
は
『
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
』
へ

全
国

一
律

の
通

話
料

金
で

ご
利

用
い

た
だ

け
ま

す
。

通
話

料
定

額
プ

ラ
ン

の
対

象
外

で
す

。

受
付
時
間

（
東
京
）

03
-6

63
0-

25
25

送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者以外）

【10月から11月発送用】うら面
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送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者）

【10月から11月発送用】おもて面

ご本人様控

 ①納付済額

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
被保険者氏名
基礎年金番号

納付状況の内訳

　納付済保険料の証明額

円

円
申告年分 証明額円

令和7年中（令和7年1月1日から令和7年9月30日まで）の納付済保険料額

円

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

被保険者氏名

証明日：令和7年10月1日
令和7年中の納付済保険料額

 各年に申告する場合の証明額

 歳入徴収官
 厚生労働省年金局事業管理課長

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

被保険者氏名

証明日：令和7年10月1日
令和7年中の納付済保険料額

 各年に申告する場合の証明額

 歳入徴収官
 厚生労働省年金局事業管理課長

 ②見込額 　10月1日から12月31日までに
　納付が見込まれる保険料額 円

 ③合計額 　①納付済額＋②見込額
　（②見込額がある場合に表示） 円

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

被保険者氏名

証明日：令和7年10月1日
令和7年中の納付済保険料額

 各年に申告する場合の証明額

 歳入徴収官
 厚生労働省年金局事業管理課長

各年に分けて申告する場合の証明額

●「済」は令和7年中に納付した月を示しています。

社会保険料控除の申告の際は、 
ここから切り取ってご使用ください 。 

印 印 印

2510 1034 002

月
年

納付対象月

 ①納付済額 円

 ②見込額 円

 ③合計額 円

 ①納付済額 円

 ②見込額 円

 ③合計額 円

 申告年分 証明額
円

 申告年分 証明額
円

 申告年分 証明額
円

 

 ①納付済額 円

 ②見込額 円

 ③合計額 円

あて先不明の場合の返送先

〒

●「見」は令和7年中に納付が見込まれる月を示して
    います。

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3
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社会保険料（国民年金保険料）控除証明書について
●国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。

●ご家族の保険料も控除の対象です。
　生計を一にする配偶者やその他の親族の国民年金保険料を納付した
　場合、納付した方の社会保険料控除の対象にできます。

●お問い合わせ
（１）日本年金機構ホームページ
　控除証明書の見方やQ&Aなどを掲載しています。
　右の二次元コードよりご利用ください。　　　　　　　　　　　　　  
　（ht tps://www.nenkin.go.jp/tokusets u/koujo2025.ht ml）

（２）ねんきん加入者ダイヤル
　TEL：0570-003-004（ナビダイヤル）
　全国一律の通話料金でご利用いただけます。
　通話料定額プランの対象外です。
　050から始まる電話でおかけになる場合(東京)03-6630-2525

●令和7年中に納付した保険料は令和7年分として申告できます。
　10月1日から12月31日までに、「納付状況の内訳」欄に「済」または
　「見」が表示された納付対象月以外の保険料を納付した場合は、　　　
　本証明書に加えて領収証書を添付のうえ、合算して申告してください。

二次元

コード

●前納した国民年金保険料の社会保険料控除
前納した国民年金保険料について、社会保険料控除を申告する場合は、以下の（１）または（２）のどちらかを選択してください。

（１）全額を納付した年に控除（まとめて申告する場合）
　 本証明書の「令和7年中の納付済保険料額」（表面下部）に記載されている合計額が証明額となります。

申告の際には、金額が記載されているすべての証明書を添付等してください。
（２）各年分の保険料に相当する額を各年に控除（3年分に分けて申告する場合）

各年の控除額は下表の例のように算出します。申告の際には、各年の控除対象額が記載された証明書１枚を切り取って添付等してください。
（２）の方法で控除を受けた場合、（１）の方法に戻すことはできません。
また、令和8年に令和8年分と令和9年分をまとめて控除することもできません。

［例］各年分の保険料に相当する額を各年に分けて申告する場合

［注意事項］
●「①納付済額」は、令和7年1月1日から
　令和7年9月30日までに納付した保険料額　
　です。

●「②見込額」は、引き続き　　　　　
　令和7年末までに納付した場合の　　　
　保険料額を表示しています。

●以下の場合は、「②見込額」、
　「③合計額」を表示していません。
　・国民年金第１号被保険者ではない場合
　・令和8年3月または令和9年3月までの　
　　保険料を前納している場合
　・令和7年4月から8月分の保険料に　　
　　未納期間がある場合（口座振替または
　　クレジット納付の方を除く）
　
　など

［注意事項］
●「①納付済額」は、令和7年1月1日から
　令和7年9月30日までに納付した保険料額　
　です。

●「②見込額」は、引き続き
　令和7年末までに納付した場合の
　保険料額を表示しています。

［注意事項］
●「①納付済額」は、令和7年1月1日から
　令和7年9月30日までに納付した保険料額
　です。

●「②見込額」は、引き続き
　令和7年末までに納付した場合の
　保険料額を表示しています。

※　控除額を計算する過程で生じる端数は、1円未満を切り上げます（最終年を除く）。最終年の控除額は、残りの金額を控除額とします。

●e-Taxで簡単に確定申告可能な電子データが便利です。
　（環境に優しいペーパーレス化にご協力ください。）
　マイナポータルからねんきんネットを利用し、電子送付の希望登録をする　
　と令和8年分以降、控除証明書を電子データで受け取ることができます。
　令和7年分の電子データを受け取りたい場合は、　　　　　　　　　　　　
　マイナポータルからねんきんネットを利用し、電子データの　　　　　　　
　再交付申請をしてください。
　電子送付の希望登録をすると、紙の郵送が停止されます。

例2　納付書で20カ月分（令和7年8月分から
　　  令和9年3月分）344,260円を前納した場合

例1　口座振替で24カ月分（令和7年4月分から
  　　令和9年３月分）408,150円を前納した場合

控除対象額

Ⓐ令和7年

Ⓑ令和8年

Ⓒ令和9年

（令和7年4月から令和7年12月までの9カ月分）        
　408,150円×9カ月／24カ月＝153,057円

（令和7年8月から令和7年12月までの5カ月分）
　344,260円×5カ月／20カ月＝86,065円

（令和8年1月から令和8年12月までの12カ月分）
　408,150円×12カ月／24カ月＝204,075円

（令和8年1月から令和8年12月までの12カ月分）
　344,260円×12カ月／20カ月＝206,556円

（令和9年1月から令和9年3月までの3カ月分）
　408,150円 － Ⓐ － Ⓑ＝51,018円

（令和9年1月から令和9年3月までの3カ月分）
　344,260円 －Ⓐ － Ⓑ ＝ 51,639円

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
（ht tps://www.nenkin.go.jp/tokusets u/densh isofu_koj in.ht ml）

●再交付（紙・電子）の申請は『ねんきんネット』へ
　あとから納付した保険料額を反映した控除証明書が必要な方や、添付　
　すべき領収証書をなくした方は、再交付ができます。
　ねんきんネットを利用すると簡単に再交付申請できます。
　右の二次元コードよりご利用ください。
　（ht tps://www.nenkin.go.jp/n_net /）

二次元

コード

二次元

コード

●以下の場合は、「②見込額」、
　「③合計額」を表示していません。
　・国民年金第１号被保険者ではない場合
　・令和8年3月または令和9年3月までの　　
　　保険料を前納している場合
　・令和7年4月から8月分の保険料に　　　　
　　未納期間がある場合（口座振替または　　
　　クレジット納付の方を除く）
　
　など

第２土曜日　9:30～16:00
※第２土曜日以外の土・日・祝日、12/29～1/3は
　ご利用いただけません。

※
　＜受付時間＞ 月～金曜日　8:30～19:00

！ 本証明書は、最大3年間使用しますので、大切に保管してください。

●以下の場合は、「②見込額」、
　「③合計額」を表示していません。
　・国民年金第１号被保険者ではない場合
　・令和8年3月または令和9年3月までの　　
　　保険料を前納している場合
　・令和7年4月から8月分の保険料に　　　　
　　未納期間がある場合（口座振替または　　
　　クレジット納付の方を除く）
　
　など

送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者）

【10月から11月発送用】うら面
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送付する控除証明書の様式（再発行分）
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13月以上の国民年金保険料を前納した場合、以下の（１）または（２）のいずれかを選択
できます。

日本年金機構からお送りした「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」下部の
３年分３枚の証明書は、切り離さず添付して申告してください。

申告額は、「③合計額」（「③合計額」に記載がない場合は「①納付済額」）です。

複数年に分けて申告する場合、３年分３回に分けて申告し、分割して申告した
翌年に残りの年分をまとめて申告することはできませんのでご注意ください。

上記の例の場合、令和７年に①の９ヵ月分の申告を行った場合、残りの年分
（15ヵ月分）をまとめて令和８年に申告することはできません。

令和７年、令和８年、令和９年の３年分に分けて申告する必要があります。

（１） 全額を納めた年に申告する

（２） 複数年に分けて申告する

日本年金機構からお送りした「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」下部の
３年分３枚の証明書のうち、令和７年分の１枚を切り離して申告に使用してください。

申告額は、「各年に分けて申告する場合の証明額」です。
なお、残りの２枚の証明書については、令和８年、令和９年の申告時に使用しますので、

大切に保管してください。

【例】口座振替にて24ヵ月分（令和７年４月～令和９年３月）408,150円を前納した場合
① 令和７年に控除の対象となる額

（令和７年４月～令和７年12月までの９ヵ月分）
408,150円 ×（９ヵ月／24ヵ月）＝ 153,057円

② 令和８年に控除の対象となる額
（令和８年１月～令和８年12月までの12ヵ月分）

408,150円 ×（12ヵ月／24ヵ月） ＝ 204,075円

③ 令和９年に控除の対象となる額
（令和９年１月～令和９年３月までの３ヵ月分）

408,150円 － 153,057円 － 204,075円 ＝ 51,018円

令和7年に13月以上の国民年金保険料を前納した場合の社会保険料控除について
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マイナポータル及びねんきんネット利用者で当催告状を発送している方には以下の案内文
を送信します。（送信日 令和７年１１月２６日予定）

令和７年１１月に、日本年金機構ホームページの「大切なお知らせ」に掲載予定です。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の発送について

国民年金保険料の未納期間がある方へ、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告
状）（以下「催告状」という。）」を以下の通り送付します。

なお、催告状は、圧着はがき形式になっており、直近の納付状況や年金加入状況も確認
することができます。

日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの期間があると思われるお客様に、お知ら
せ（ハガキ）を送付しています。（発送日 令和７年１１月２１日）

お手元にお知らせが届きましたら、内容をご確認いただき、事前に送付している納付書に
より納めてください。

また、納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを使用した電子（キャッシュレス）
決済で納めることができます。対象の決済アプリは日本年金機構ホームページでご確認くだ
さい。

【日本年金機構ホームページへの掲載】

《案内文》

送付対象者
令和７年４月分以降に国民年金保険料の未納期間がある方（※）
※令和７年１０月中旬に対象者を抽出しています。

送付時期 令和７年１１月２１日（予定）

送付物
催告状（圧着ハガキ形式）

※様式は次項をご覧ください。

【マイナポータル・ねんきんネットを利用したお知らせの送信】
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「国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）」おもて面

「国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）」うら面
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年末年始における国民年金資格取得届の早期回付について

昨年度、12月に会社を退職した被保険者が国民年金第1号被保険者の資格取得届を12月中に提
出したにもかかわらず、年末年始を挟んだことにより市町村から日本年金機構への回付が遅れた
ため、納期限後に国民年金保険料納付書が被保険者へ届き、12月分の保険料を納期限までに納付
することができなかった事象がありました。

事務センターに回付された資格取得届については、回付受付から処理完了するまでに7営業日程
度を要します。また、納付書については、処理完了後、翌々週に発送されます。

つきましては、今年度の12月下旬から1月における納付書の郵便局差出スケジュールは以下と
なりますので、早期の回付にご協力をお願いします。

また、お客様が早期に納付書の発行を希望する資格取得届については、管轄の年金事務所へご
相談ください。

（参考）納付書の郵便局差出スケジュール
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１．公的年金等に係る所得税の基礎控除の引上げへの対応
令和７年度税制改正について、所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13 号）が

令和７年３月31 日に公布され、令和７年12月１日より施行されます。
これにより、「所得税の基礎控除の引上げ」が行われ、令和７年12月の年金支払時に改正後

の一定の控除額を用いて計算した１年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行います。

（１）所得税の基礎控除の引上げに係るポイント
① 基礎控除の引上げに伴い、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が205万円未満
（65歳未満は155万円未満）に引き上げられました。
② 基礎控除の金額は年金額によって２段階に分かれ、対象者に引き上げ額の上乗せが適用さ

れます。
ただし、令和７年分の所得税の源泉徴収については、年金額が205万円以上242万円以下

（65歳未満は155万円以上213万円以下）の場合についても、一律242万円（65歳未満は
213万円）を超える場合の控除額が適用されます。
※65歳以上で年金額が198万円超242万円以下の方（65歳未満は年金額が154万円超212

万6,667円以下）は確定申告を行うことで還付を受け取ることができる場合があります。

令和７年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応

改正前（令和７年11月以前） 改正後（令和７年12月以降）
年
齢 年金額 控除額 年金額 税法上の控除額 源泉徴収における

控除額
65
歳
以
上

158万円
以上

月割額の25％+
６万５千円
(最低13万５千円)

205万円以上
242万円以下

月割額の25％+10万５千円
（最低17万５千円） 月割額の25％+10万円

（最低16万５千円）
242万円超 月割額の25％+10万円

（最低16万５千円）

65
歳
未
満

108万円
以上

月割額の25％+
６万５千円
(最低９万円)

155万円以上
213万円以下

月割額の25％+10万５千円
（最低13万円） 月割額の25％+10万円

（最低12万５千円）
213万円超 月割額の25％+10万円

（最低12万５千円）

［令和７年分の公的年金からの控除額］

（２）令和７年分の所得税の還付対応
① 令和７年10月の年金支払までは改正前の所得税額で源泉徴収を行います。
② 令和７年12月の年金支払時に令和７年分の改正後の所得税額と改正前の所得税額との差額を

受給者に還付します。

（３）所得税の還付対象者
以下の条件をすべて満たす者が還付対象者となります。
・新法、旧法及び統合共済（旧三共済・農林共済）のいずれかの老齢年金受給者
・令和７年２月定期支払から令和７年11月随時支払に所得税の源泉徴収がある者
・国内居住者
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２．令和７年12月に送付する年金振込通知書
令和７年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後

の税額を表示しており、「－」（マイナス）が付されている場合は還付額を示しています。
また、年金振込通知書の裏面に令和７年度税制改正に係る説明文を記載します。

円

令和　　年　　月の
支払額

令和　　年　　月の
支払額

令和　　年　　月の
支払額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

年金支払額

※３

※３

※３

介護保険料額

所得税額および
復興特別所得税額
個人住民税額
および森林環境税額

控除後振込額

各支払期の支払額、年金から特別徴収（控除）する額および控除後振込額

年金の制度・種類 年金 振込先

印　影
厚生労働省
官署支出官 厚生労働省年金局事業企画課長

年金振込通知書
されたことにより、令和　　年　　月から令和　　年　　月までの各偶数月にお支払いする

年金は、次のとおり指定された金融機関の預貯金口座に振り込まれますので、お知らせします。

基礎年金番号 年金コード

（振込予定日）令和 ７ 年 １２ 月 １５ 日

※１

※2

参考：前回支払額
（令和　　年　　月の
支払額）

※1　支店には、支店のほか、支所、営業所、出張所等が含まれます。
※2　令和８年４月までの記載がない方は、支払額等の変更が予定されている方です。
※3　介護保険料等の額は市区町村からの依頼に基づく金額を記載しています。
※3　詳細については、下面の「年金から特別徴収する保険料等」をご覧ください。

令和　　年　　月の
支払額

（年金振込通知書表面）

400,000 400,000 400,000

3,500 3,500－11,500

411,500

400,000

6,500

396,500 396,500

7 12 8 4

8

8 **２

2127

** 107

********

******** 393,500

所得税の還付がある場合、
「－」（マイナス）を付して
その金額を表示する。

令和８年以降は、改正後
の所得税額を表示する。

（年金振込通知書裏面）

源泉
徴収額

R7.2 R7.8 R7.10 R7.12R7.4

通知書の表記

R7.6

令和７年12月支払時の所得税について

【令和７年分の所得税の源泉徴収と還付イメージ】

 令和７年度税制改正について

6,500
円

過納額
3,000円

6,500
円

過納額
3,000円

6,500
円

過納額
3,000円

6,500
円

過納額
3,000円

6,500
円

過納額
3,000円

3,500
円

還付額
15,000

円
精算後の
還付額

11,500円

所得税額および
復興特別所得税額
－11,500円

二次元
コード

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2

●令和７年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶　 
　養親族の所得要件の引上げが行われました。
●基礎控除額の引上げにより、令和７年中に源泉徴収した所得税額の再計算を行い、税額に過納額が生じた場合は、
　令和７年12月の年金支払時にその過納額を還付することとしています。
※上記の精算においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方（例えば65歳以上で公的年金
　等の収入金額が242万円以下の方等）は、確定申告をすることにより還付を受けることができる場合があります。
※令和７年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族
　にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として確定申告をする必要があります。

●令和７年12月の年金支払時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した１年分の税額と既に源泉徴収した
　税額との精算を行い、これにより過納額が生じた場合は今回の年金支払においてその過納額を還付しています。
●年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」の欄には、精算後の税額を表示しており、「－」（マイ　
　ナス）が付されている場合は還付額を示しています。
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年金生活者支援給付金請求書の未提出の方に対する再勧奨について

日本年金機構は、令和７年９月１日（月）から９月12日（金）にかけて、新たに年金生活者支援
給付金の支給要件に該当された方に年金生活者支援給付金請求書をお送りしています。

請求書の提出がない方に対しては再勧奨を行っていますが、初回の勧奨により大部分の方から請
求書の提出がされていることを踏まえ、令和７年度以降の再勧奨の実施内容を見直しましたので、
その内容をお知らせします。

※注意事項
令和８年１月５日（月）までに請求書を受け付けした場合、令和７年10月分に遡って年金生活者支援

給付金をお受け取りいただけますが、１月６日（火）以降の受付となった場合、令和８年２月分からの
支給となります。

12月下旬に請求書を郵便で提出した場合、郵便事情等により１月５日（月）までに機構本部に届かな
い場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。なお、請求書（はがき型）は電子申請による
請求手続きが可能です。詳細は日本年金機構ＨＰをご確認ください。

年金生活者支援給付金請求書未提出の方に対する再勧奨

初回の勧奨
（9/1以降）

再勧奨

１回目
（10/22）

２回目
（12/5）

３回目
（2月下旬）

送付物

・請求書（はがき型）
・請求書（Ａ４様式）等

初回と同様の送付物
→お知らせ(はがき) お知らせ(はがき)

【実施内容の変更点】
・１回目の再勧奨について、これまで初回と同様の送付物をお送りしていましたが、一律お知らせ
（はがき）の送付とします。
・これまで３回実施してきた再勧奨について、２月下旬の３回目の再勧奨を取りやめます。

＜日本年金機構ホームページ（特設ページ直リンク）＞
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202509/0901.html
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令和7年11月より、未支給年金・未支払給付金請求書（以下、「未支給請求書」という。）の
様式を変更し、「年金受給権者死亡届（報告書）兼未支給年金・未支払給付金請求書」（以下、
「死亡届兼未支給請求書」という。）に名称を変更しました。

未支給年金・未支払給付金請求書の様式を変更します

１．未支給請求書の主な変更点
（１）様式の統合

未支給請求書と受給権者死亡届（報告書）（以下、「死亡届」という。）を統合し、現行の
複写様式からA4判単票形式（表裏2枚）に変更しました。

また、帳票内に記入例を新設し、併せて説明文の見直しや図・表を挿入することで分かりや
すい内容に変更しました。

なお、未支給年金を請求できる者がいない場合を考慮し、死亡届は単票形式として存続しま
す。

（２）共済組合等が支給する共済年金の請求意思確認
日本年金機構と共済組合等から複数の年金を受けている方が死亡した場合は、原則、請求書

を日本年金機構または共済組合等のいずれか1箇所に提出します。
このうち、平成27年9月30日以前に受給権が発生した共済年金については請求意思の確認が

必要ですが、請求意思確認欄を廃止し、年金コード欄への記載で読み替えることとします。
（３）受け取ることができる方および順位の確認

省令改正に伴い、請求者より請求順位が先である者の有無を記入し、先順位者がいる場合の
み、その続柄をすべて記入することとなりました。

（４）別世帯の理由書
請求者が配偶者または子であって同住所別世帯の場合には、請求書内の別世帯の理由書を記

入する必要があります。当該欄には署名欄がありましたが、様式見直しに伴い署名を不要とし
ました。

※様式変更前の帳票が提出された場合でも、当該署名欄の記入は不要とします。
（５）年金証書を添付できない事由書

死亡届の提出時には死亡者の年金証書の添付を求めており、年金証書を添付できない場合は
添付できない理由を記入することとなっています。

現行、死亡届の様式内に記入欄が設けられていますが、様式変更後は記入欄を請求書2ペー
ジ目「未支給年金の請求手続きに必要な書類」②に移動しました。

２．受付・点検事務の留意点
（１）請求書の受付

これまで、未支払いの年金を受け取ることができる者に対し、未支給請求書と死亡届をそれ
ぞれ提出いただいていましたが、様式統合に伴い、死亡届兼未支給請求書1枚の提出となりま
す。

なお、上記1.（５）のとおり、年金証書を添付できない事由書は請求書裏面にありますので、
記入漏れにご留意ください。

（２）死亡届のみの場合
未支給年金を請求できる遺族がいない場合、または、未支払いの年金がない場合は、原則、

死亡届の提出を案内してください。
なお、死亡届兼未支給請求書で受付けた請求書について、死亡届のみの提出であった場合は、

請求書名の「兼未支給年金・未支払給付金請求書」を二重線で抹消のうえ、年金事務所へ回付
ください。

３．旧帳票の取扱い
様式変更前の帳票で未支給年金・未支払給付金請求書が提出された場合は、令和7年11月以降

も受付できます。

November2025＜Vol.97＞
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４．死亡届兼未支給請求書（令和7年11月～）
【1ページ目（請求書）】

１.（３）

１.（４）

１.（２）

１.（１）
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１.（５）

【２ページ目（添付書類）】
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【３ページ目（記入例）】
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【４ページ目（制度説明）】
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５.死亡届
死亡届は、令和7年11月4日（火）以降、日本年金機構ホームページより取得可能です。
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［戸籍法改正関係］氏名のフリガナを変更する場合の年金に関するお願い

○令和７年７月に発行した「かけはしvol.95」において、戸
籍の氏名フリガナを変更される年金受給者へのご案内に関す
るお願いをしたところです。

○令和７年６月以降、氏名変更（フリガナ）による住基異動
情報の件数が大幅に増加しており、日本年金機構からお送り
する「氏名変更のお知らせ」の送付件数についても増加して
います。

○引き続き周知用チラシ 「年金受給者のみなさまへ」の配付
及び年金受給者へのご案内へのご協力をよろしくお願いいた
します。

○日本年金機構ホームページ（特設ページ※）では「氏名変
更のお知らせ」の見本や周知用チラシ（PDFファイル）を掲
載していますので、ご案内の際には併せてご活用ください。

♦年金受給者にご案内いただきたいこと

○市区町村から通知された氏名のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガ
ナと相違する場合、年金記録の氏名のフリガナも変更されます。

○変更後の年金記録の氏名のフリガナが年金の受取先金融機関の口座名義（フリガナ）と相違
している場合は、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

○「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機
関の口座名義（フリガナ）の変更手続きを行うと、年金
記録の氏名のフリガナの変更が間に合わず、次回の年金
支払いが一時的に止まることがあります。

○年金の支払いが一時的に止まってしまった場合は、お近
くの年金事務所までお問い合わせいただくようご案内を
お願いします。

＜周知用チラシ＞

27

※URL：https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html

＜氏名変更のお知らせ（見本）＞

○このため、年金記録の氏名のフリガナが変更された方に
は、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」をお送り
しますので、「氏名変更のお知らせ」が届いてから、次
回の年金支払日までに年金の受取先金融機関の口座名義
（フリガナ）の変更手続きをしていただくようご案内を
お願いします。
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令和７年12月１日に「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定（以下、
「オーストリア協定」といいます。）が発効します。

 協定発効前から日本で就労している方
オーストリアにおいて「適用証明書」の交付を受けたうえで、年金事務所や市区町村で「国民年

金被保険者関係届書（申出書）」（資格喪失）を提出していただくことになります。その際、資格
喪失日は「令和７年12月１日（協定発効日）」、備考欄には「社会保障協定による喪失」と記入
してください。

令和７年12月１日に日本・オーストリア間の社会保障協定が発効します

日本とオーストリアの
制度への二重加入

▲
日本での就労開始

▲
オーストリアに帰国

適用証明書を提示することにより日本の年金
制度の加入免除

▲
日本での就労開始

▲
オーストリアに帰国

協定発効後協定発効前

日本の年金制度に加入 日本の年金制度への加入免除

オーストリアの年金制度に加入 オーストリアの年金制度に加入

オーストリアを居住地として日本で就労する自営業者またはオーストリアから５年を超えない
見込みで派遣された被用者の場合、オーストリア協定の発効により、オーストリアの年金制度の
みに加入することになります。日本の年金制度への加入が免除されるためには、オーストリアで
交付された「適用証明書」が必要となります。

※被用者は5年以内の見込み

 配偶者または子
上記の自営業者等に同行する配偶者または子は、一定の条件（※）を満たす場合、日本の年金

制度への加入が免除されます。（ただし、配偶者または子が日本の年金制度への加入を希望する
場合には、その限りではありません。）

※同行する配偶者または子が当該被用者・自営業者の収入により生計を維持していること等

1. 二重加入の防止

＜オーストリア協定の概要＞
対象制度 日本 ：年金、医療保険、雇用保険

オーストリア：年金、疾病保険、災害保険、失業保険

オーストリア協定では、「二重加入の防止」、「年金保険期間の通算」及び「年金請求書等
の代理受理」が規定されています。

【 日本で就労する自営業者等の手続き 】

28
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日本を居住地としてオーストリアで就労する自営業者または日本から5年を超えない見込み
でオーストリアへ派遣された被用者の場合、オーストリア協定の発効により、日本の年金制度
のみに加入することになります。オーストリアの年金制度への加入が免除されるためには、日
本年金機構に「適用証明書交付申請書」を提出し、「適用証明書」の交付を受ける必要があり
ます。手続きについては、年金事務所を案内してください。

オーストリア協定の手続きに関する詳細は、日本年金機構ホームページ
（https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html）をご確認ください。

これまでオーストリアの年金請求書はオーストリアの年金実施機関の窓口に請求者が直接送
付する必要がありましたが、協定発効日（令和７年12月１日）以降は、オーストリアの年金請
求書を年金事務所で受付可能となります。

日本の年金について、日本の保険期間のみでは受給資格期間（10年）を満たさない場合に、
重複しない限りにおいてオーストリアと日本の保険期間を通算して、受給資格要件を満たせば、
日本の年金制度から日本の保険期間に応じた給付を受給できます。

受給資格要件については、日本年金機構にご確認ください。

2. 年金保険期間の通算

オーストリアの年金について、オーストリアの保険期間のみでは受給資格期間（15年※）を満
たさない場合に、重複しない限りにおいて、日本とオーストリアの保険期間を通算して、受給資
格要件を満たせば、オーストリアの年金制度からオーストリアの保険期間に応じた給付を受給で
きます。ただし、オーストリアの保険期間が12カ月を満たさない場合は、日本期間を通算して
もオーストリアの年金を受け取ることはできません。

オーストリアの受給資格要件については、オーストリアの実施機関を案内してください。
※15年のうち７年は収入を伴う活動による保険期間であることが必要です。

老齢年金

遺族年金

障害年金

年 金 保 険 期 間 を

相互に通算できる

オーストリアの年金制度

老齢年金

遺族年金

障害年金

日本の年金制度

【 オーストリアで就労する自営業者等の手続き 】

【 オーストリアの期間を日本の保険期間に通算する場合（日本年金の受給）】

【 日本の期間をオーストリアの保険期間に通算する場合（オーストリア年金の受給）】

3. 年金請求書等の代理受理
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はじめに

48 障害年金講座

はじめに

目次

Vol.

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務での注

意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。
毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

今回のテーマは 「生計を同じくしている子がいる場合」の請求書の
添付書類と記載例について です

前号（かけはし第96号）において、請求書の様式変更に伴う「生計維持関係確認項目の留意事項
（対象となる子が２人を超える場合は別紙を添付すること）について」記載しております。生計維
持関係確認項目については照会が多く寄せられておりますので、今回は「生計を同じくしている子

がいる場合」の請求書の記載例とその添付書類について掲載します。

障害年金センター

１ 生計維持関係の取扱い
平成23年4月1日より「国民年金法等の一部を改正する法律（障害年金加算改善法）」（平成22年

法律第27号）が施行され、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い」について（平成23年3
月23日年発 0323 第1号）が、厚生労働省年金局長から日本年金機構理事長宛てに通知されていま
す。当該通知において、「生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて」に
より生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いを行うこととされています。今回は当該取扱いに
記載されている障害基礎年金の加算額の対象となる子の認定について取り上げます。

30
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はじめに

２ 生計維持関係の認定対象者及び認定日
生計維持関係は、認定日において生計同一要件及び収入要件を満たしていることを確認する必要

があります。障害基礎年金の生計維持認定対象者と認定日については以下のとおりです。

認定対象者 認定日

加算額対象の子
（１８歳到達年度の末日ま
でにある子、または２級以
上の障害の状態にある２０
歳未満の子）

・受給権発生日
・障害年金加算改善法の施行日（平成23年4月1日）の前日におい

て、加算額の加算対象となっていない子を有する場合は、法施
行時の前日（平成23年3月31日）

・受給権発生日後に生計維持関係のある子を有するに至った場合
はその事実発生日(法施行日以後に限る。)

・障害年金加算改善法の施行日（平成23年4月1日）以後において、
加算額の加算対象となっていない子を有する場合で、その子が
新たに障害等級1級又は2級に該当する障害の状態となった日

【生計維持認定対象者・認定日】

生計同一関係の認定（添付書類の確認）３
生計同一関係の認定については、下表【生計同一要件を確認する書類】の認定対象者の状況区分

に応じた添付書類を確認することにより行ってください。

認定対象者の状況区分 添付書類

住民票上同一世帯に属しているとき ・住民票(世帯全員)の写し ※1

住民票上世帯を異にしているが、住所が住民
票上同一であるとき

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し※1
・別世帯となっていることについての理由書※2

住所が住民票上異なっているが、現に起居を
共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにし
ていると認められるとき

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し※1
・同居についての申立書
・別世帯となっていることについての理由書※2
・第三者の証明書又は「次ページ（別表）生計

同一関係を証明する書類」に示す書類

住所が住民票上異なっているが、単身赴任、
就学又は病気療養等のやむを得ない事情によ
り住所が住民票上異なるが、次の事実が認め
られ、その事情が消滅した時は、起居を共に
し、消費生活上の家計を一つにすると認めら
れるとき
・生活費、療養費等の経済的な援助が行われ
て

いること
・定期的に音信、訪問が行われていること

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し※1
・別居していることについての理由書※2
・経済的援助及び定期的な音信、訪問等につい

ての申立書※2
・第三者の証明書又は「次ページ（別表）生計

同一関係を証明する書類」に示す書類

【生計同一要件を確認する書類】

※１ 子のマイナンバーを記入した場合は、添付不要です。
※２ 原則「生計同一関係に関する申立書」（34～35ページ参照）に記入したものの添付が必要です。
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目次

事項 添付書類

①健康保険等の被扶養者になっている場合 資格確認書等の写し（保険者番号及び記号番号
はマスキング）

②給与計算上、扶養手当等の対象になって
いる場合 給与簿又は賃金台帳等の写し

③税法上の扶養親族になっている場合 源泉徴収票又は課税台帳等の写し

④定期的に送金がある場合 預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写
し

⑤単身赴任による別居の場合
辞令の写し、出向命令の写し、単⾝赴任⼿当が
分かる書類の写し、その他事業主が発行する単
身赴任に係る証明書

⑥就学により、住所が住民票上異なってい
る場合

学生証の写し、在学証明書、その他学校が発行
する就学に関する証明書

⑦病気療養・介護により、住所が住民票上
異なっている場合

入院・入所証明、入院・入所に係る領収証の写
し、その他医療機関・介護施設等が発行する入
院・入所に係る証明書

⑧その他①から④に準ずる場合 その事実を証する書類

（別表）生計同一関係を証明する書類

収入要件を確認する書類４

子のマイナンバーを記載した場合は収入を証明する書類を添付する必要はありません。
マイナンバーを記載しない場合は、認定日の前年（請求時に前年の収入、所得が確定しな
い場合は前々年）の課税証明書、源泉徴収票、確定申告書等の収入額及び所得額を確認す
ることができる書類が必要です。ただし、認定対象者が認定日において下表＜所得証明に
代用できる書類＞の「認定対象者の状況」欄に該当する場合、「添付書類」欄の書類を所
得証明に代えて添付することができます。

認定対象者の状況 添付書類

義務教育終了前 不要

健康保険等の被扶養者 資格確認書等の写し（保険者番号及び記号番号
はマスキング）

高等学校等在学中 在学証明書又は学生証の写し

＜所得証明に代用できる書類＞
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はじめに

目次

請求書の記載例５

請求書３ページ（生計維持関係確認項目）の記載例は以下のとおりです。ご参照ください。
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はじめに

目次

生計同一関係に関する申立書６

別世帯となっている理由書として、原則以下の「生計同一関係に関する申立書」の添付が必要です。

＜日本年金機構ホームページ内の掲載先（令和７年10月時点）＞
トップページ ＞ 申請・届出様式＞申請・届出様式（年金等の受け取り）＞共通事項 ＞生計同一関
係・事実婚関係に関する申立をするとき ページ内の
「生計同一関係に関する申立書（加給年金・子の加算）（PDF）」をクリック。
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はじめに

目次

第三者の証明は、民法上の三親等内の親族に該当しない者であって、生計同一に係る申立て
の事情について相違ないことを証明できる者の証明であれば、厚生労働省通知「平成23年3月
23日年発0323第1号」に例示されている者（民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等）
による証明に限定されませんのでご注意ください。

Point 第三者による証明欄について
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地域の独自情報

編集後記

令和７年度「わたしと年金」エッセイに多数のご応募をいただくことができました。市区町村の
皆様には、周知・広報にご協力いただきありがとうございました。

今後、応募作品の中から厳正な審査のうえ、優れた作品について、厚生労働大臣賞、日本年金機
構理事長賞、その他各賞を選定し、受賞者の方に表彰状を授与するほか、受賞作品を日本年金機構
ホームページ等へ掲載する予定です。
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お詫びと訂正

「かけはし」第96号P.2「機構からの連絡」において所得情報の年度の記載に誤りがありましたの
で、修正を行いました（令和５年→令和６年）。この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。

日本年金機構 事業推進統括部 管理・市区町村調整G


